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本施設運営計画について

〇 2021年夏、東京は世界で初めて、同一都市で２度目となる夏季パラリンピックを開催しました。

東京2020大会の開催都市として、東京都はパラスポーツがポピュラーなコンテンツとして広く社会に根付くよう、「する・みる・

支える」それぞれの視点からパラスポーツの振興に取り組んでいます。

〇 都はこれまで、都内2か所の障害者スポーツセンターの運営や都立特別支援学校の体育施設の活用などにより、パラス

ポーツの場の整備や確保を進めてきました。一方で、東京2020大会を契機にパラスポーツの競技団体等の活動が大きく

進展する中、パラスポーツで活用可能な練習場所の選択肢は少ない状況にあり、次世代選手の強化育成等に安定的に

利用できる場に対するニーズが高まっています。

〇 また、パラスポーツに関わる人を増やし、障害のある人とない人の交流により相互理解を深め、共生社会の実現につなげ

ていくことも必要です。

〇 そこで、東京都はこのたび 、パラスポーツの競技力向上の拠点として、また、普及振興の場としても活用できる施設として、

味の素スタジアム内の室内施設を、「東京都パラスポーツトレーニングセンター」として整備することとしました。この施設運営

計画は、センターを運営する際の指針となるものです。
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（この施設の名称について）

本施設を「東京都パラスポーツトレーニングセンター」と名付けました。

「パラスポーツ」は、パラリンピック競技に限らず、広く障害者スポーツ（障害があっても スポーツ活動ができるよう、工夫し開発されたスポーツ）

を指す用語として使用しています。都は、障害の有無に関わらず取り組めるユニバーサルなスポーツとして、パラスポーツの振興に取り組んでおり、

施設名称としてパラスポーツを使用します。



１ これまでの検討経過
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◆ 平成30年４月～令和元年５月
東京都多摩障害者スポーツセンターの改修中の代替施設として活用
その際、バリアフリー対応のための改修工事を実施

◆ 令和元年12月 「未来の東京」戦略ビジョン策定

◆ 令和３年３月 「未来の東京」戦略策定

◆ 令和３年９月 施設運営計画（中間まとめ）公表

◆ 令和３年９月～10 月 パブリックコメント実施

◆ 令和３年11月 東京都スポーツ振興審議会（第28期第1回）で報告

《「パラスポーツ・シティ」プロジェクト》

「2度目のパラリンピックを開催した都市として、パラスポーツをポピュラーなコンテンツに育て上げると

ともに、障害の有無を問わず、誰もが楽しめるユニバーサルなスポーツとしての普及を図る」

「東京スタジアム内の室内施設をパラスポーツ練習拠点としての活用を検討」

「パラリンピックのレガシーとして、パラアスリートが継続的に練習できる場の創出を検討」
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３ バリアフリー状況

① 点字ブロック、スロープ

② 点字・音声案内

③ 車いす対応トイレ

④ 異性介添えの可能な家族更衣室 など

施設概要２

竣 工 ：平成 年

延床面積 ：約 ㎡

主要施設 ：体育室、集会室 等

ア ク セ ス ：京王線飛田給駅（徒歩約 分）

所在地１

東京都調布市西町 番地

（味の素スタジアム内）

２ 施設の所在等

本施設

味の素スタジアム



東
京
都

国

区
市
町
村
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パラスポーツの場として次のニーズへの対応が求められています。

〇 パラスポーツの次世代選手強化育成等に安定的に利用できる場が求められている →競技力向上のための練習の場（機能１）
〇 障害者がスポーツに親しめる環境を一層充実させる必要がある →障害者がスポーツのレベルに関係なく利用できる場 機能２）

【ナショナル
トレーニングセンター】

ﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄ
の専用施設

【区市町村スポーツ施設】
体育館（島しょ除く）約 か所

■住民のスポーツニーズに対応する身近な場

（機能１）
競技力向上のための練習の場

・ トップクラスの競技力向上に特化

・ 競技力向上から
健康維持・リハビリまで、
幅広く取り組み、裾野を拡大

・基礎的自治体として
住民ニーズに対応

【都立障害者
スポーツセンター】

２カ所

■健康維持・リハビリから
競技力向上まで
幅広い目的で利用

【都立特別支援学校
活用促進事業】

２７校

■学校の教育活動に支障
のない範囲で障害者団体
が優先的に利用

（機能２）
障害者が
スポーツのレベルに関係
なく利用できる場

〇 上記の機能に加えて、障害の有無に関わらず、誰もがパラスポーツを楽しみ、パラスポーツを普及する場としても活用します。

３ 施設に求められる機能



（２）障害のある人もない人もパラスポーツに親しむことのできる普及振興の場

○ パラスポーツの競技力向上を図るため、計画的・安定的に利用できる練習拠点として活用する

○ パラリンピック競技以外を含め、多様なパラスポーツの競技力向上に取り組める場とする

○ パラスポーツ特有の競技用具等を備えた付加価値の高い施設とする

○ 障害のある人もない人もレベルに関係なくパラスポーツに利用できる場とする

○ 障害のある人とない人が、一緒にスポーツに取り組める場とする

○ 誰でも参加可能なパラスポーツ教室を開催するなど、都民にパラスポーツの普及振興を図る場とする

○ 障害のない人がスポーツに取り組める場としても活用していく
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競技団体やチーム、アスリートによる安定的な練習活動や指導者養成など、パラスポーツの競技力向上拠点とし

ていきます。加えて、都民が様々なパラスポーツを楽しめる教室を開催するなど、パラスポーツの普及振興の場として、

障害の有無に関わらず誰でも利用可能な施設としていきます。

（１）パラスポーツの競技力向上の拠点

４ 施設運営の基本方針
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名称 面積 主な利用方法 主な競技（例示） 整備予定の用具等

【地下１階】

① 体育室 ㎡
競技団体やチーム等による
練習利用・パラスポーツ教室

車いすバスケットボール
などの屋内団体競技

ｺﾞｰﾙﾎﾞｰﾙ用ｺﾞｰﾙ､ｼｯﾃｨﾝ
ｸﾞﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ用支柱・ﾈｯﾄ、
各競技用ﾎﾞｰﾙ など

② トレーニング室 ㎡
アスリートをはじめとする個人
によるトレーニング利用

筋力トレーニング
有酸素トレーニング

など

筋力ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｼﾝ、ﾊﾟﾗ･ﾊﾟ
ﾜｰﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ用ﾍﾞﾝﾁｾｯﾄ、ﾀﾞ
ﾝﾍﾞﾙ、ｴｱﾛﾊﾞｲｸ、ﾊﾝﾄﾞｻｲｸﾙ、
ｴﾙｺﾞﾏｼｰﾝ など

③ 多目的室
④ 小多目的室

㎡
㎡

競技団体やチーム等による
練習利用

卓球などの
少人数の屋内競技

卓球台 車いす対応 など

【地上１階】

⑤ 小体育室
１・２

㎡
㎡

競技団体やチーム等による
練習利用

車いすフェンシングや
ボッチャなどの少人数の
屋内競技

車いすﾌｪﾝｼﾝｸﾞ用ﾋﾟｽﾄ、
ﾎﾞｯﾁｬ用ﾎﾞｰﾙｾｯﾄ など

⑥ 多目的スタジオ ㎡
競技団体やチーム等による
練習利用・パラスポーツ教室

ヨガ、軽運動 など ｽﾄﾚｯﾁ用ﾏｯﾄ など

⑦ 集会室
・ ・

㎡
× 室

競技団体等による研修会や
講習、ミーティング

ー
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ、ｽｸﾘｰﾝ、ﾓﾆﾀｰ、

ﾌﾟﾚｰﾔｰ など

本施設には体育室、トレーニング室、小体育室、多目的スタジオ等を整備します。

各室の主な利用方法や想定競技、整備予定の用具等は以下のとおりです。

５ 施設の構成と利用方法
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地下１階

① 体育室

② トレーニング室

③ 多目的室

④ 小多目的室

６ 諸室の配置（地下１階）

※現在検討中の内容であり、今後変更する場合があります。

① 体育室
■団体利用
・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、ｺﾞｰﾙﾎﾞｰﾙ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、車いすﾗｸﾞﾋﾞｰ、
車いすﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 等の屋内団体競技

■パラスポーツ教室
・パラスポーツ競技体験 など

② トレーニング室
■個人利用
・筋力トレーニング
・有酸素トレーニング

■団体利用
・パラ・パワーリフティング

③ 多目的室
④ 少多目的室
■団体利用
・ 卓球などの屋内競技

②トレーニング室

： ㎡

①体育室： ㎡

※観客席無し

③多目的室

： ㎡

④小多目的室
： ㎡

④ 小多目的室
■団体利用
・ 少人数の屋内競技

管理エリア
トイレ・更衣室

シャワールーム



⑤小体育室 ２

： ㎡

地上１階

⑥多目的スタジオ

： ㎡

トイレ

更衣室

エントランス

⑤小体育室 １

： ㎡

管理エリア

受付・事務室

管理エリア

⑤ ⑤

⑦集会室 ・Ｂ・Ｃ

：１室あたり ㎡

⑦⑦⑦

⑥

⑤ 小体育室１・２
■団体利用
・ボッチャなどの屋内競技

⑦ 集会室 ・ ・
・研修会、講習
・ミーティング など

※ 可動壁のため、つなげて
１部屋として利用可能

⑥ 多目的スタジオ
■団体利用
・ウォームアップ・軽運動 など

■パラスポーツ教室
・パラスポーツ競技体験 など

8※現在検討中の内容であり、今後変更する場合があります。

⑤ 小体育室２ ⑦集会室 ⑥ 多目的スタジオ

７ 諸室の配置（地上１階）

エントランス



区分 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜 日曜

午前
午前 時
～午後 時

午後
午後 時
～午後 時

夜間
午後 時
～午後 時

パラスポーツやレクリエー
ション等での利用

パラスポーツやレクリエー
ション等での利用

パラスポーツの競技力
向上を目的とした利用

【 週間の主な利用のイメージ】
○ 休日は主に競技の強化練習や練習試合などに利用されます

また、平日夜間は、主にパラスポーツ競技に取り組むチーム等に定期的に利用されます

○ 平日日中は、パラスポーツをはじめとしてレクリエーションや健康増進など様々な目的で利用されます

休 館 日

パラスポーツやレクリエー
ション等での利用

パラスポーツやレクリエー
ション等での利用

パラスポーツの競技力
向上を目的とした利用

※ 実際の利用時間等は指定管理者の提案等により変更となる可能性があります。

パラスポーツの競技力
向上を目的とした利用
強化練習や練習試合など
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【スポーツ教室事業の実施イメージ】

施設の貸出に加え、センターの主催により定期的にパラスポーツの教室を実施していきます。（月 回程度）

○ パラスポーツの競技体験など、障害のない人も含めて広く都民にパラスポーツの魅力を普及

○ 障害種別や程度に応じて、誰でもパラスポーツを楽しめる教室を開催

○ ボランティアの方にも運営にご協力いただくほか、講師としてアスリート経験者等が活躍できる場に

パラスポーツの競技力
向上を目的とした利用

練習試合など

ス
ポ
ー
ツ
教
室

８ 施設の利用イメージ （１週間の利用イメージ）



○ パラスポーツの競技団体等やチームなどの団体による専用利用、アスリートのトレーニング利用など

個人による一般利用により、年間約３．４万人の延べ利用者数を想定しています。

利用目的 場 所 利用者数（想定）
（延べ人数）

・パラスポーツの競技力向上を目的
とした競技団体やチームなどの団体
による専用利用
・パラスポーツやレクリエーションに取り
組む団体による専用利用

① 体育室

③ 多目的室、小多目的室

④ 小体育室 １・２

⑥ 集会室 A・B・C

約１９，０００人

アスリートのトレーニング利用など
個人による一般利用

② トレーニング室 約１１，０００人

【施設主催事業】
スポーツ教室事業
地元地域との交流事業

① 体育室

⑤ 多目的スタジオ
約４，０００人

合 計 約３４，０００人

９ 年間の利用者数の見込み

10



概算収入 （単位:百万円）

項目 金額

施設利用料
（体育室ほか）

１．３

その他収入 ０．２

合計
（消費税込）

１．５

概算費用 （単位:百万円）

項目 金額

人件費 １１１．６

光熱水費 ２３．８

委託費 ５０．０

その他 １８．３

合計
（消費税込）

２０３．７

〇 管理運営について

利用料金制の指定管理者制度による管理運営を行っていきます。

〇 想定される年間運営費について

年間運営費（概算費用 － 概算収入）の試算： 約2.0２億円
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【本施設の利用料金について】

障害者手帳をお持ちの方が個人で本施設を利用する場合、利用料金は徴収しません。

パラアスリートのチーム等、障害者手帳をお持ちの方を含む団体が本施設を利用する場合は、東京2020大会

後のパラスポーツ振興の視点や、類似施設でのパラスポーツの実施状況等を踏まえて、利用料金は当面徴収

しない(※)こととします。

(※) 「未来の東京」戦略に掲げる2030年に向けた政策目標の達成状況やパラスポーツの環境等を踏まえ、

2030年度（令和12年度）以降の扱いについては、改めて検討していきます。

今後の指定管理者選定の中で

提案を募り費用の縮減を図るなど、

効率的な施設運営策を検討して

いきます。

10 管理運営
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東京 大会の競技備品の有効活用

➢東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が調達

したパラスポーツの競技用具等を有効活用し、パラスポーツの

練習環境を充実させていきます。

【主な再利用物品】

・ パラ・パワーリフティング用ベンチセット

・ ゴールボール用ゴール

・ 車いすフェンシング用フレーム

パラリンピックの関連展示

➢東京 パラリンピック競技大会のレガシーとして、

大会の感動を次の世代へ継承していくため、エントランスなどに

パラリンピックの記録と記憶を伝える展示スペースを設置します。

【主な展示内容】

・ パラリンピック聖火リレーのトーチ など

その他
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指定管理者候補者選定令和４年 11月頃

指定管理者候補者決定

施設運営計画の公表令和４年 ２月

令和４年 ６月頃 指定管理者募集開始

令和４年 12月

開業令和５年 ３月

改修工事開始令和４年 夏頃

※上記は、令和４年２月時点での予定であり、変更となる可能性があります。

12 今後のスケジュール（予定）




